
吸収分割に関する事後開示書面 

（分割会社/会社法第 791条第 1項第 1号及び会社法施行規則第 189条に基づく開示書面） 

（承継会社/会社法第 801条第 2項及び会社法施行規則第 201条に基づく開示書面） 

2022年７月１日 

 

横浜市都筑区仲町台三丁目１２番１号 

株式会社ソディック         

代表取締役社長  古 川 健 一    

 

横浜市都筑区仲町台三丁目１２番１号 

株式会社ソディックエフ・ティ    

代表取締役社長  髙 橋 祐 一   

 

 

 株式会社ソディックエフ・ティ（以下「分割会社」という。）及び株式会社ソディック（以下「承

継会社」という。）は、2022年４月 19日付にて両者間で締結された吸収分割契約（以下「本件吸収

分割契約」という。）に基づき吸収分割（以下「本件分割」という。）を実施しました。会社法第 791

条第 1項第 1号及び会社法施行規則第 189条、並びに、会社法第 801条第 2項及び会社法施行規則

第 201条に規定する事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割が効力を生じた日 

  2022年７月１日 

 

２．吸収分割会社における次の事項に関する手続の経過 

（１）本件分割をやめることの請求 

分割会社は、承継会社の完全子会社であったため、本吸収合併をやめることの請求について

該当事項はありません。 

（２）反対株主の株式買取請求 

分割会社は、継承会社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請求について該当事

項はありません。 

（３）新株予約権買取請求 

分割会社は、新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。 

（４）債権者の異議 

分割会社は、会社法第 789 条第２項の規定に基づき、2022年４月 22日に、本件分割に異議

のある債権者は、一定の期間内にこれを申し出るよう、同日付の官報で公告し、債権者に対し

個別に催告を行いましたが、異議申述期間までに、本吸収合併に異議を述べた債権者はありま



せんでした。 

 

３．承継会社における次の事項に関する手続の経過 

（１）本件分割をやめることの請求 

 承継会社は、会社法第 797条第３項及び第４項に基づき、2022年４月 22日に、本件分割に

異議のある株主は、一定の期間内にこれを申し出るよう、同日付の官報で公告を行い、また、

同日付で電磁的方法をもって公告を行いました。これに対し、次のとおり、本件分割に反対の

意思を通知した株主がございましたが、本件分割への影響はありませんでした。 

 反対の意思を通知した株主 １名（202,000株） 

（２）反対株主の株式買取請求 

本件分割は、会社法第 796 条第２項本文に規定する簡易合併に該当するため、該当事項 は

ありません。 

（３）債権者の異議 

当社は、会社法第 799条第２項及び第３項の規定に基づき、2022年４月 22日に、本件分割

に異議のある債権者は、一定の期間内にこれを申し出るよう、同日付の官報及び電磁的方法を

もって公告を行いましたが、所定の期間までに、本件分割に異議を申し出た債権者はありませ

んでした。 

 

４．本件分割により承継会社が分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

承継会社は、2022年７月１日をもって、分割会社より本件分割契約の記載に従い、分割会社の

放電加工機用消耗品の開発、製造、販売事業に係る資産、負債、その他の権利義務、契約上の地

位等を承継しました。本件分割に伴い、承継会社が分割会社から承継した資産の額は、約 1,773 

百万円、負債の額は、約 1,540百万円（いずれも推定値）です。 

 

５．会社法第 923条の変更の登記をした日 

2022 年７月４日 

 

６．前各号に掲げる事項のほか、吸収分割に関する重要な事項 

承継会社は、本件分割に際して、分割会社に対して金銭等の交付は行っておりません。承継会

社及び分割会社において、本件分割に伴う資本金および資本準備金の変動は生じておりません。 

分割会社では、商法等の一部を改正する法律（平成 12年法律第 90号）附則第 5号及び会社分

割に伴う労働契約の承継等に関する法律（平成 12 年法律第 103 号。以下「労働契約承継法」と

いう。）第 7 条に基づき、労働者と協議を行い、労働契約承継法第 2 条第 1 項に基づき、労働者

に対して本吸収分割に関する通知を行いましたが、異議の申し出はありませんでした。 

 

以上 

 



吸収分割に関する事前開示書面 

（承継会社/会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 192条に基づく事前備置書面） 

（分割会社/会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に基づく事前備置書面） 

 

2022年４月 22日 

横浜市都筑区仲町台三丁目１２番１号 

株式会社ソディック         

代表取締役社長  古 川 健 一    

 

横浜市都筑区仲町台三丁目１２番１号 

株式会社ソディックエフ・ティ    

代表取締役社長  髙 橋 祐 一   

 

 株式会社ソディック（以下「承継会社」という。）は、株式会社ソディックエフ・ティ（以下「分

割会社」という。）との間で 2022年４月 19日に締結した吸収分割契約に基づき、2022年７月１日

（予定）を効力発生日として、分割会社が営む放電加工機用消耗品の開発、製造、販売事業（以下

「本件事業」という。）に関して分割会社が有する吸収分割契約（別紙１）記載の権利義務を承継

会社に承継する吸収分割（以下「本件分割」という。）を行うことといたしました。本件分割に関す

る会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 192条並びに会社法第 782条第１項及び会社法施行

規則第 183条に規定する事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容 

  別紙１のとおり。 

 

２．分割対価の定めの相当性に関する事項 

  承継会社は、本件分割に際して分割会社に対して一切の対価を交付いたしません。これは、分

割会社が承継会社の完全子会社であることから相当であると判断しております。また、承継会社

において資本金及び準備金の額は変動いたしません。 

 

３．新株予約権の定めの相当性に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．承継会社についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

承継会社は有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しています。最終事業年度

に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する

（別紙） 



電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象の内容 

   該当事項はありません。 

 

５．分割会社についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

   別紙２のとおりです。 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象の内容 

   該当事項はありません。 

 

６．本件分割が効力を生ずる日以後における承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本件分割効力発生後の承継会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。

また、本件分割後の承継会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支

障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。したがって、本件分割後におけ

る承継会社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。 

 

７．本件分割が効力を生ずる日以後における分割会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本件分割により、分割会社が承継会社に承継させる資産の額は 17百万円、負債の額は 15百万

円であり、本件分割が分割会社に与える影響は軽微であり、かつ本件分割の効力発生日以後にお

いて、分割会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されて

おりません。したがって、本件分割後における分割会社の債務について履行の見込みがあるもの

と判断いたします。 

 

以上 

 









別紙２ 

 

 


